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’

青和元年11月19F

国税不服審判所

組織管理上の留意事項

1 綱紀の厳正な保持

職員一人一人の綱紀の保持、高いモラルの維持は、国民の理解と信頼を得て税務行政を

行っていく上での前提であることを踏まえ、審査請求人・税務代理人・原処分庁職員等と

の癒着などの非行はもとより、職員の公正性を疑われるような行為などの服務規律違反が

生じることのないよう、引き続き公務員倫理の徹底と服務規律の厳正な保持に努める。

0

2行政文書・情報管理の徹底

（1） 国税不服審判所（以下「審判所」という｡）においては､審査請求人の極めて重要な個

人情報等を取り扱っており、審査請求人に関する情報が流出した場合には、国民からの

税務行政に対する信頼を失いかねないことから、行政文書・情報の適切な管理に努める
必要がある。

審判所で保有する行政文書・情報については、国税庁行政文書管理規則（平成23年国

税庁訓令第1号)、国税庁行政文書取扱規則（平成23年国税庁訓令第2号)、国税庁にお

ける情報システムに係る情報セキュリティの確保のための実施規則(平成20年国税庁訓

令第6号)、国税庁の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令（平成17年国税庁訓

令第3号）及び国税庁特定秘密保護規程（平成26年国税庁訓令第26号）の5つの訓令

においてその管理体制等を定め、適切な管理に努めることとしている。

また、特に、審判所が取り扱う個人番号の適切な取扱いを確保するため、個人番号利

用事務及び個人番号関係事務に共通する安全管理措置については、平成27年9月30日

付国管総228「特定個人情報等の適切な取扱いのための措置について」 （事務運営指針）

及び平成27年10月7日付国管総245｢個人番号関係事務における特定個人情報等の適切

な取扱いについて」 （事務運営指針）を定め、適宜改正を行っているところであり、個人

番号の利活用機関として､番号法を含むこれらの諸規定を遵守し､個人番号を含む特定
個人情報等を適切に取り扱うこととしている（別紙1参照)。
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このため、引き続き訓令等に定められた行政文書等の管理状況を確認するために実

施している情報管理点検等の取組を通じて、職員一人一人が行政文書等の適切な管理の

重要性について認識し、事務処理手順等を遵守することにより、行政文書の紛失等（以

下「紛失等事案」という｡)の未然防止に取り組むこととしている。

万が一、紛失等事案が発生した場合には、①事実関係を迅速かつ的確に把握し､②事

案発生後の処連を適切に実施するとともに､③その事案が発生するに至った原因を確実
に究明・分析し、④実効性のある再発防止策の検討・実施に努める必要がある。

(2) 「公文書管理の適正の確保のための取組について」 （平成30年7月20日行政文書の管

理の在り方等に関する閣僚会議決定）において、公文書管理の適正を確保するため、各

府省において、改正「行政文書の管理に関するガイFライン」による新たなルールの遵

守を徹底するとともに、公文書管理に関する．ンプライアンス意識改革を促す取組の推

進、電子的な行政文書管理の充実等に取り組むこととされた。

これに伴い、 「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」 （平成31年3月25日

内閣総理大臣決定）が策定され、今後目指すべき行政文書の電子的管理の在り方が示さ

；れたところであり、当面の措置として、電子媒体の行政文書については、共有フォルダ

等の文書保存領域において体系的に管理することとされている。

審判所においては､平成30年4月の国税庁行政文書管理規則及び同細則の改正により

定められた新たなルールの遵守を徹底するとともに、 「『共有フォルダにおける行政文書

の体系的管理に関するマニュアル』を踏まえた共有フォルダにおける行政文書の体系的

管理について｣(指示)に基づき､共有フォルダにおける行政文書の体系的管理について、

適切に対応していくこととしている。

○

S ワークライフバランスとメンタルヘルス

子育てと仕事の両立の推進のため、両立支援制度の周知徹底、働き方等の意識改革、超

過勤務の縮減、年次休暇の取得促進等の取り組みを実施し、男女を問わずして全ての職員

がワークライフバランスを確保し、職員が気兼ねなく必要な両立支援制度を利用できる職

場環境の醸成に努める（別紙2参照)。

､ また、心の健康づくりについては、①専門医等による相談体制や職場復帰支援体制の整

備、②知識の普及と正しい理解のための健康教育等の計画的な実施、③平成27年12月の

人事院規則改正により導入されたストレスチェック制度の円滑な実施を通じて、その充実

に努める（別紙S参照)。

○

4障害者雇用に向けた対応

障害者雇用については、国税庁全体として法定雇用率（2.5％）の達成とそれに向けた職

場環境整備に取り組んでいるところであり、審判所としても、障害者雇用を進めていく必

要がある。

《
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日又は時間単位の有給休暇
･子の看謹休暇；1年に5日（子が2人以
上であれば10B) (子が未就学まで）
育児参加榊閾：5日（妻の産前産後期間）

蕊瀧濡
■ 白 色 ■ ｡ ● ■ p ■ q ■ q e q q

蕊育児毒
LP ｡ ． ｡ ‘ ．ee 0 ．．．2． 02Lqユ

詞
。
。
。
●
。
。
。
。
。
●
。
，
ロ
ー
・
，
。
‐
。
・
・
吻

静
繩
麗

Ｕ
Ｄ
Ｄ
心
甸
●
凸
■
合
口
一
画
王
亜
一
一
卓
一
ｍ
一
』
▽
●
■
”

蕊
燃
一

暇
顛
》
卿

．
。
，
合
。
》
“
一
唖
山
“
牢
《
一

唾霊董 重塵忍
1日の勤務時間数を保ったまま、早出や
遅出可

･いくつかの早出遅出勤務のパターンから、
希望するものを選択

(例：⑨ 7:30～16:15② 10:30～ﾕ9:ﾕ5等）

■
ま
。
咽
■
●
川
Ｊ
■

q , ● ら 凸

厘円
争 ■ ■･● ■

●●｡ ｡ ■ p ●

■ b ● ● ① ■

蕊鰯灘溌蕊難護

鰯蕊蕊
1日の勤務時間数を保ったまま、早出や
遅出可

･いくつかの早出遅出勤務のパターンから、

希望するものを選択

(例：③ 7:30～16:15② ﾕO:30～19:15等）

…

彩沁

鰯
溌
銅 識職

酔呂

灘蕪熱瀧漁蕊

蕊繍蕊
･超過勤務の時間数を、
『1月に24時間、 1年に150時間」
までに制限可能

※災害等による臨時の勤務は除く

評
毬
函
“
恥
も

臆
蝿
娯
無撫

･超過勤務をしないことが可能

※災害等による臨時の勤務は除く

謹鴬熱燕議艤
鋤
鯉

U ■ 可

鯉》
×て
鹿§

蕊謹
･時間単位（～2時間）の無給休暇

･家族1人に3年間まで
※異なる要介護状態になった埋合には再取得可

･勤務時間の始めか終わりに取得

＝

蝦
!§雛謹鱸

“
』
■
ｎ
Ｐ
■
螂
牟

雪2巻も：

E

驫鳴

日又は時間単位の有給休暇
･通院の付添いや、介頭サービスの手続の
代行（間接的介瞳）のためにも利用可
1年に5日（要介護家族が2人以上で
あれば10日）まで

鯉
邨
淵
◎
鴬

ｑ
ｑ
■
■
■
０
『
。

２
△
蔦
３

２
８
９
り
わ
０

品
鏥
ｘ
】
”
〔
凋
認鐵墾鑛黙！灘譜



仕事と育児･介賎等の両立を支援する制度には次のようなものがあります。
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両立支援策

蕊蕊
(概要）
(期間）

子を養育するため､一定期間体巣することを囲める制度
子が3崖に達するまで

育児休業

育
児
休
集
等 蕊篝

(概要）
(期間）

子を養育するため､週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを潔める制度
子が小学校就学の始期に達するまで(勤務時間は週19時間25分､19時間35分､23時間15分､24時間35分の中から磯貝が
選択）

育児短時間勤務

議
謹認蕊
(標要）
(期間）

子を養育するために､1日の勤猫時間の一部を勤務しないことを認める制度
子が小学校就学の始期に運するまで､ 1日2時間以内(30分単位）

育児時間
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(概要）
(期間）

6週間以内(多胎妊娠の壇合には14週間》に出産予定の女性聡貝に与えられる休暇
産前6週間く多胎妊姪の場合には14週間）前から出産の日まで

産前休暇

篝篝
(橿要〕
〔期間）

出産した女性雅員に与えられる休暇
出産の翌日からB週間〈産後6週間を経過した職員が申し出て､医師が支障がないと縄めた堀合には勤務可始

産後休暇

体
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(擬要）
<期間〉

生後1年未満の子を養育する馳貝が授乳や託児所等への送迎を行う埴合に与えられる休暇
子が1姪に運するまで､1日2回それぞれ30分以内蕊
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(柾要）
<期間）

妻の出産に伴う入退院の付濯い等を行う男性職員に与えられる休暇
2日

配偶者の出産休暇
暇

鍵蕊
育児参加のための
休暇

(橿要）
(期間）

妻の産前産後期間中に､当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性雅員に与えられる休暇
5日
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制 <撮要）
<期間）

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職貝が子を肴瞳する必要がある場合に与えられる休暇
年5日(対象となる子が2人以上の場合は年10日）

配偶者､父母､子､祖父母､孫､兄弟姉妹等を介護する嘩員に与えられる休暇
介獲を必要とする一の継続する状態ごとに､6月〈※>以内の期間(1日又は1時間の単位(1時間を単位とする場合は1日4時間
以内))※3回まで分割可

子の君唖休暇
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職員に与えられる休暇
年の期間内(1日2時間以

(橿要）
(期間）

介護時間
内(30分単位)）

霞蕊 祖父母､孫､兄弟姉妹等の介謹等を行う職員に与えられる休暇
要介瞳者が2人以上の場合は年1o日〕

(擬要〕
(期間）

短期介腫休暇
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蓋蕊
(掻要）
(期間）

父母､子等を介瞳する雁員の詔遇勤務を免除する制度紺渦軸務の免除
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や
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(期間）
餅翻渦勵務の制限

皇室

蕊謹
深夜勤務及び時間
外勤務の制限

(撮要）
<期間）
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健康診査及び保健
指導のための嘩務
専念義務免除

(撮要）
(期間》

女
性
雁
員
に
対
す
る
措
匠

蕊霊 瑳員の案務の軽減又は他の簡易な業務に就かせることを鯉める制度(橿要〉
(期間）

業務軽減
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(塚要）

<期間）

程度が母胎又は胎児の健康保持に影唇があると鹿められるときに､正
制度彌勧麺和

義篝
休息､補食のため
の聴慾専念義務免
除

(橿要）
<期間）

｢人事院ホームページ」
(両立支援（育児休業・介護休暇等）のページ）～制度の紹介～



(別紙3）

メンタルヘルスを考えた
職場づくりを

増え続ける職業性ストレス

職場で強いストレスを感じる人が急増し、働き盛り世代の自殺の増加は、今や社会問題にもなっています。

仕事や職場でのストレス因子（職業性ストレス）が続くと、作業能率の低下、公務災害、交通事故などを招き、遅

刻・欠勤などの職場不適応*が生じる結果になります。こうなると、生産性の低下や職員の補充など管理者側にかか

る負担が増え、職員の不調が言動に出るような場合には、職場内の雰囲気お悪くなってしまいます。

鐘職業性ストレスが起こる仕組み ⑯
〆 、

入 二二
蕊瀦鴬蕊溌蕊鵜溌＃
職場環境、人間関係、仕事の質・量、

役割責任、仕事上の葛藤など

○

仕事外の要因

家庭生活、家族からの欲求など

灘繍灘識灘瀧瀧 ストレスを緩和するもの

職場の上司や同僚、家族からの支援など仕事への不満、抑うつ、身体的反応

アルコール依存、欠勤など

鵜
※｢仕事上のストレス」によって「ストレス反応」が

起きた結果､｢疾病｣が生じる場合､｢個人の要因｣｢仕

事外の要因」 「ストレスを緩和するもの」がストレ

ス反応に影饗を与える。

蕊鍵； 霧譲議§蕊
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：
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識
算擬§
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うつ病(気分障害)、心身症、

不安障害など

』廷

○職場の安全配慮義務

雇用者には労働者に対して危険を防止し、安全を配慮しなければならないとする民事上の安全配虚藝務＊がありま

す。

これは、日常的な超過勤務や不備な労働環境など、著しい悪条件下で心身の疾患が発生しないよう配慮しなければ

ならないという義務を指します。職員の健康状態の悪化に気づいているにもかかわらず、業務の量を適切に調整する

措置を取らない場合は、安全配慮義務違反と判断されます。

最近では、安全配慮義務違反の申請が認められ、企業や団体が莫大な損害賠償金を支払うケースも出てきています。

【職壗不適応I

聰場の要因（仕事の量、質、人間関係など）と個人の要因（常習欠勤、病気の多発、アルコール依存などの問題行動)で仕事が合わなくなり、
の人の力が十分に発揮できない状況。

堕辛配慮麓務】

雇用者が業務を遂行させる時には、労働者の生命、身体、健康を守らなければならないとする民事上の製務。

そ



管理監督者の心構えと責務

管理監督者の心構え

1 部下の日頃の言動に対する客観的で正確な観察姿勢を持つことが重要です。

心が不健康になった職員を職場から排除しようなどと誤った考えは持たず、あくまでも本人の利益を考え、見
守る気持ちで問題解決のための協力に努めなければなりません。

2心の健康問題について偏見をなくすことが大切です。

心の病気は、心の弱い人だけの問題ではなく、誰でもかかりうるものです。例えば、国民の5人に1人は、

一生のうちに何らかの心の病気を経験すると言われています。ですから、職員が、心の健康を害することは特別

なことではありません。心の問題で専門家に相談すること、専門医を受診すること、投薬を受けていることなど
の、心の問題を解決するための対応について、偏見をなくすことが重要です。

3職員のプライバシーを守ることが重要です。

職員の健康情報、特に心の問題に関する情報は、個人情報の中でも慎重な取扱いが必要ですので、職員のプラ

イバシーへの配慮、意志の尊重が重要です。そうすることで、職員が安心して心の健康づくり対策に参加するこ
とが可能になります。

／一、
（

管理監督者の責務 管理監督者には、職員が働きやすい職場環境の整備を図ることが求められています。

1 職員のコミュニケーションを良くし、良好な人間関係づくりに努める。

職場不適応で苦しむ人の大半は、職場の人間関係をストレス要因として挙げ、人間関係を回避する行動をとり

ます。人間関係は、心の健康の保持増進のために極めて重要であるため、管理監督者は、職場でのコミュニケー
ションを良くし、部下が相談しやすい雰囲気づくりに努めることが必要です。

2セク八ラ、バワ八ラ等の八ラスメントのない職場環境づくりに努める。

良好な職場環境を確保するためには、職員一人一人がお互いの人格を尊重し合い、また、お互いが大切なパー

トナーであるという意識を持つことが重要です。管理監督者は日常の執務を通じた指導等により、八ラスメント

の防止及び排除に努めるとともに、八ラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処するこ
とが必要です。

3心の健康づくりに関する理解を深める。

心の健康づくりに関する理解を深めるためには、教育・研修を

i l
《､‐ノ

積極的に受講し、必要な知識・技術を修得する等、自己啓発に努

めることが大切です。また、部下に対しても研修中の事務分担に

配慮の上、必ず研修を受講できるよう努めることが必要です。

4仕事の進め方等を工夫し、超過勤務の縮減を図る。

事務の簡素合理化を進めることなどにより、実効性のある超過

勤務削減策を実施するよう努めることが必要です。

5面接指導を勧奨する。

1か月の超過勤務時間が80時間を超えている職員(80時間以

下であっても疲労の様子が見られる職員を含む）に対しては、医

師による面接指導を受けるよう勧奨してください。

懲鯵
懲

国税庁厚生管理官「心の健康づくりハンドブック」
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保存期間： 5年

(令和6事務年度末）全国国税不服審判所管理課長会議資料

合和元年11月19E

国税不服審判所

管理室からの連絡事項

1 特定任期付職員の募集の状況等

審判所においては、平成19年7月から、民間専門家（弁護士、税理士及び公認会計士）

を国税審判官（特定任期付職員）として採用している。令和2年7月採用の特定任期付職

員については冷和元年8月1日から10月25日までの期間で公募を行ったところである。

○

2令和2年度概算要求の概要及び令和元年度予算の執行状況

令和2年度の概算要求は、｢令和2年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針につい

て」 （令和2年7月31日閣議了解）を踏まえ、執行実績等を的確に反映するとともに、審

判所の運営に必要な経費及び審査請求の処理に必要な経費を確保する観点から、人件費46

億46百万円、一般経費1億82百万円の合計48億28百万円を要求している（別紙1)。

また、令和元年度予算の執行見込は、年度当初に見込むことができなかった事象等への

対応及び審判所全体で効率的に予算を執行する観点から、本年度上半期の執行状況を踏ま

､え、予算執行見込額の調整を行っている（別紙2)。○

SWeb会議システム

令和元年8月に導入されたWeb会議システムを活用することによ叺本部支部間、支

部間又は支部支所間で実施する会議、合議、研修及び事務打合せ会等について、用務先へ

移動することなく実施できることとなった。

今後もWeb会議システムを積極的に活用し､事務の効率化･高度化を図る必要がある。

4審査請求の状況等

審査請求事案の処理に当たっては、実績の評価の測定指標として「審査請求の1年以内

の処理件数割合｣を設定しくその目標値を95％として迅速な処理に努めることとしている。

今事務年度においても、引き続き、審査請求事案の的確な進行管理に取り組む。 ､
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■ 不開示 ・ 部分 銅示

不開示理由（情報公開法第5条の該当号数）

1.個人関係2.法人関係(イ･口）3．国の安全関係4.公共の安全関係

5.審蟻･検討･協議関係6.事務･事業関係(本文･イ･ロ･ハ･ニ･ホ）
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5 ．開示請求の状況等

行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく開示請求については、開示請求

に係る開示決定等の期限を徒過する事案を発生させないよう、未処理事案の進捗状況や開

示決定等の期限の情報共有を図るなど、進行管理を適切に行う必要がある。 ．

6課題提案の提出

提案制度は、職員が日々の仕事を通じて気付いた疑問やアイデアを職場全体の事務の改

善につなげることができる貴重な機会の一つである。

提案は年間を通じて募集しているが、本年度の審査の対象は､令和元年12月2日までに

提出があった提案としている。

○

○

『



(別紙1）
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(別紙2）

令和元年度予算中間調整の概要

(単位：千円）

○
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元年2
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全国国税不服審判所管理課長会議資料

、

審判部からの連絡事項

0 』

1 訂正裁決の未然防止

訂正裁決が発生した場合、これに対応するために多大な事務量が必要となるだけ

でなく、審判所に対する審査請求人等からの信頼が失われることになるから、裁決

書謄本の作成を行う管理課等においても、訂正裁決の未然防止に向けて適切な措置

を講ずる。

2審査請求書作成・提出時のセルフチェックシートの利用促進

審査請求書作成・提出時のセルフチェックシートの活用により、審査請求書の記

載誤り等を減少させる効果が期待できることから、その利用促進を図るため、審査

請求人等に対する利用勧奨及び税理士会等に対する広報を積極的に実施する。

e審査請求関係書類の電子ファイル化の試行の実施

審査請求事務の効率化及び先に導入されたWeb会議システムの効果的活用を

測定する観点から、令和元事務年度下期から全ての支部において審査請求関係書類

の電子ファイル化の試行を実施する。

○

タ
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不開示理由（情報公開法第5条の該当号数）

1.個人関係2.法人関係(イ･口） 3．国の安全関係4.公共の安全関係

5.審議･検討･協議関係6.事務･事業関係(本文･イ･ロ･ハ．二・ホ）

審判所文書保存年限5年 (注）チェックシートは原義に添付



保存期間： 5年

(令和6事務年度末）全国国税不服審判所管理課長会議資料

厩孟鰯］

審判所当面の諸課題

、

1 良好な職場環境づくりのための取組

審判所が、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図ると

ともに、税務行政の適正な運営の確保に資するためには、職員一人一人が意欲を持ってそ

の能力を最大限発揮できる健康で明るく活気のある職場環境を築く必要がある。

2 ICTの利活用についての取組

審判所として、審査請求人の利便性を向上し、審査請求人の正当な権利利益の救済のた

め、適正かつ迅速な裁決に資する審査請求事務の効率化・高度化を、 ICTを活用しつつ

推進する必要がある。
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不開示理由（情報公開法第5条の該当号数）

1.個人関係2.法人関係(イ･ロ）3．国の安全関係4.公共の安全関係

5.審議･検討･協議関係6.事務･事業関係(本文･イ･口･ハ･二・ホ）
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